
中
野
高
行

提
出

学
位
申
請
論
文

『
日
本
古
代
の
外
交
制
度
史
』
審
査
報
告
書

論
文
の
内
容
の
要
旨

中
野
高
行
提
出
の
学
位
申
請
論
文
「
日
本
古
代
の
外
交
制
度
史
」
は
、
本
論
の
序
章
、
第
一

部
四
章
、
第
二
部
三
章
、
第
三
部
四
章
お
よ
び
補
論
、
第
四
部
二
章
、
終
章
の
一
六
編
、
補
論

一
編
か
ら
な
る
。
内
容
は
日
本
古
代
、
主
と
し
て
八
、
九
世
紀
の
外
国
使
節
に
対
す
る
接
遇
、

慰
労
詔
書
、
使
節
の
接
遇
に
当
る
官
人
の
特
質
、
日
本
の
「
帰
化
人
」
の
用
語
の
適
否
を
取
挙

げ
、
外
交
史
の
う
ち
の
「
外
交
制
度
」
と
い
う
概
念
な
い
し
分
野
に
関
し
て
論
述
す
る
。
補
論

は
本
論
を
承
け
て
、
外
交
制
度
の
定
義
、
構
成
要
素
に
つ
い
て
補
足
し
論
じ
直
す
。

序
章
「「
外
交
制
度
史
」
と
い
う
視
座
」
は
従
来
の
日
本
の
「
外
交
交
渉
史
」
で
な
く
、
石

母
田
正
の
提
起
し
た
国
家
成
立
史
の
「
国
際
的
契
機
」
論
と
そ
れ
を
承
け
た
個
別
研
究
を
も
と
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に
、
中
国
の
黎
虎
の
挙
げ
た
漢
唐
間
の
外
交
制
度
に
つ
い
て
の
考
察
の
視
点
や
カ
テ
ゴ
リ
ー

（
項
目
）
を
参
照
し
、
本
論
文
の
研
究
対
象
を
外
交
（
入
境
）
儀
礼
、
外
交
機
関
、
世
界
観

（
帝
国
主
義
概
念
）、
外
交
文
書
、
外
交
官
吏
、
世
界
観
に
関
わ
る
「
帰
化
人
」
概
念
に
該
当

す
る
も
の
と
す
る
。
本
論
文
は
外
交
組
織
、
外
交
様
式
の
実
態
の
究
明
に
よ
り
、「
外
交
制
度
」

と
い
う
新
視
座
の
有
効
性
を
提
示
す
る
と
唱
え
る
。

第
一
部
「
新
羅
使
に
対
す
る
給
酒
規
定
と
入
境
儀
礼
」
第
一
章
「
延
喜
式
玄
蕃
寮
式
に
見
え

る
新
羅
使
へ
の
給
酒
規
定
」
は
六
世
紀
後
半
、
海
上
交
通
の
要
地
の
敏
売
崎
と
宿
舎
の
難
波
館

で
使
節
の
祓
え
の
た
め
の
神
酒
の
供
給
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
奉
斎
グ
ル
ー
プ
の
支
出
で
行
わ
れ
た
。

壬
申
の
乱
を
機
に
天
武
・
持
統
期
に
神
功
皇
后
の
三
韓
（
新
羅
）
征
討
伝
説
が
新
羅
に
強
要
さ

れ
、
給
酒
も
新
羅
使
の
み
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
す
る
。
第
二
章
「
相
嘗
祭
の
成
立
と

天
高
市
神
話
」
は
新
穀
感
謝
祭
の
相
嘗
祭
が
新
嘗
祭
と
関
連
し
て
六
世
紀
に
源
流
が
あ
り
、
天

高
市
の
国
譲
神
話
か
ら
み
て
天
武
、
持
統
期
に
在
地
の
有
力
神
（
神
社
）
が
取
り
込
ま
れ
た
と

み
る
。
第
三
章
「
難
波
館
に
お
け
る
給
酒
八
社
」
は
新
羅
使
に
給
酒
用
の
稲
を
出
す
八
社
は
元

─ ２ ─



来
外
国
使
節
の
入
京
ル
ー
ト
上
に
あ
っ
て
饗
応
を
行
い
、
六
世
紀
中
頃
以
降
天
武
期
に
慰
労
や

神
の
加
護
、
穢
れ
の
祓
え
の
た
め
に
新
羅
使
に
対
し
て
難
波
館
で
一
括
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
と
い
う
。
第
四
章
「
新
羅
使
に
対
す
る
給
酒
と
入
境
儀
礼
」
は
難
波
館
の
給
酒
諸
社
が

鬼
魅
の
宮
城
へ
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
に
境
界
で
チ
マ
タ
の
精
霊
に
奉
幣
、
供
応
す
る
祭
祀
に
関

わ
り
、
港
、
辻
、
衢
、
峠
、
橋
、
川
を
通
過
す
る
際
に
執
行
さ
れ
た
の
は
、
神
酒
供
給
の
同
心

意
識
、
祓
え
、
慰
労
と
い
う
意
義
が
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。

第
二
部
「
慰
労
詔
書
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
第
一
章
「
慰
労
詔
書
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」

は
八
、
九
世
紀
、
天
皇
が
新
羅
、
渤
海
の
国
王
に
対
し
て
宛
て
た
国
書
（
外
交
文
書
）
の
慰
労

詔
書
の
基
本
的
論
究
で
あ
る
。
蕃
（
藩
屏
）
国
の
王
に
は
「
天
皇
敬
問
」
で
始
ま
る
文
書
で
、

蕃
使
に
は
七
世
紀
後
半
以
降
口
頭
で
外
交
意
思
伝
達
が
な
さ
れ
た
が
（
対
蕃
使
詔
）、
九
世
紀

初
め
の
儀
式
整
備
に
よ
り
消
失
し
、
中
国
に
範
を
と
る
詔
書
に
一
本
化
さ
れ
た
と
説
く
。
第
二

章
「
慰
労
詔
書
の
「
結
語
」
の
変
遷
」
は
慰
労
詔
書
の
書
式
の
変
遷
過
程
、
書
式
成
立
と
中
国

の
慰
労
詔
書
の
書
式
の
関
係
、
慰
労
賞
書
式
の
受
容
に
つ
い
て
論
じ
る
。
慰
労
詔
書
末
尾
の
慣
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用
語
句
（
結
語
）
は
時
代
に
よ
り
変
化
し
（
指
宣
往
意
↓
遣
書
↓
略
遣
書
）、
そ
れ
は
隋
唐
が

周
辺
諸
国
に
発
給
し
た
慰
労
制
書
の
「
結
語
」
の
影
響
に
よ
る
と
し
、
遣
唐
使
、
ま
た
は
書
儀
、

令
式
の
書
籍
を
通
し
て
書
式
の
導
入
、
受
容
が
行
わ
れ
た
と
見
通
す
。
第
三
章
「
慰
労
詔
書
と

「
対
蕃
使
詔
」
の
関
係
」
は
、
外
交
意
思
の
制
度
的
な
側
面
、
外
交
の
官
司
や
天
皇
権
力
と
の

関
わ
り
方
を
、
新
羅
、
渤
海
な
ど
の
蕃
国
王
宛
の
慰
労
詔
書
と
対
蕃
使
詔
の
関
係
か
ら
迫
る
。

八
世
紀
、
両
方
は
同
一
内
容
で
、
対
蕃
使
詔
を
慰
労
詔
書
と
し
て
文
章
化
し
た
が
、
九
世
紀
に

は
他
の
国
内
文
書
と
同
様
に
儀
式
の
一
環
と
し
て
独
立
す
る
た
め
に
分
か
れ
る
と
み
る
。

第
三
部
「
外
交
使
節
処
遇
の
決
定
主
体
と
宝
亀
年
間
」
第
一
章
「
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
大

学
明
経
科
教
官
の
特
質
」
は
、
使
節
来
日
時
に
「
存
問
使
」
と
し
て
外
交
に
携
わ
る
大
学
明
経

科
の
直
講
の
履
歴
や
素
性
を
詳
し
く
追
究
し
、
中
国
に
倣
っ
た
経
済
的
待
遇
を
受
け
、
先
進
文

化
を
承
け
た
帰
化
人
系
、
讃
岐
出
身
者
や
畿
外
の
紀
氏
、
物
部
氏
が
多
数
を
占
め
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
。
第
二
章
「
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
外
記
の
特
質－

『
外
記
補
任
』
掲
載
人
名
の

分
析－

」
は
、
論
者
の
検
討
に
基
づ
く
『
外
記
補
任
』
の
信
頼
性
を
踏
ま
え
、
太
政
官
の
外
記

─ ４ ─



の
特
質
に
つ
い
て
人
物
の
実
態
面
か
ら
考
察
す
る
。
文
書
実
務
を
扱
う
外
記
は
帰
化
系
氏
族
、

畿
内
系
、
地
方
豪
族
が
お
り
、
明
経
・
紀
伝
両
道
の
い
ず
れ
か
に
精
通
し
た
こ
と
、
外
記
の
前

歴
は
史
や
内
記
、
地
方
行
政
に
携
わ
る
国
司
や
勘
解
由
使
な
ど
が
多
い
こ
と
、
議
政
官
に
昇
任

せ
ず
国
司
へ
の
遷
任
が
多
い
こ
と
を
述
べ
る
。第
三
章
「
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
内
記
の
特
質
」

は
、
詔
勅
を
作
成
す
る
内
記
に
任
じ
た
者
は
皇
親
系
や
畿
内
出
身
者
が
多
く
、
帰
化
系
や
地
方

出
身
者
の
少
な
い
こ
と
、
紀
伝
道
の
専
門
家
が
多
く
、
議
政
官
、
蔵
人
、
省
の
四
等
官
に
就
く

者
の
他
、
存
問
使
な
ど
を
兼
任
し
、
後
に
は
遣
唐
使
に
な
る
人
物
も
お
り
、
外
交
に
関
与
す
る

職
能
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
四
章
「
日
本
古
代
に
お
け
る
外
国
使
節
処
遇
の
決
定
主

体
」
は
、
八
世
紀
、
外
国
使
節
の
処
遇
を
決
定
す
る
過
程
、
天
皇
と
太
政
官
の
外
交
へ
の
関
与

を
考
察
す
る
。
新
羅
使
、
渤
海
使
の
来
着
地
に
遣
さ
れ
た
使
が
来
朝
理
由
を
尋
問
し
、
国
書
、

信
物
を
検
査
す
る
権
能
を
持
っ
た
が
、
宝
亀
四
年
（
七
七
三
年
）
以
後
、
大
宰
府
、
国
司
に
よ

る
代
行
も
あ
り
、
処
遇
内
容
の
指
示
が
太
政
官
処
分
か
ら
勅
裁
へ
と
変
化
す
る
こ
と
、
太
政
官

議
政
官
が
合
議
、決
定
し
た
が
太
政
官
の
審
査
権
限
は
天
皇
の
外
交
大
権
と
抵
触
し
な
い
こ
と
、
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宝
亀
期
の
諸
変
化
は
光
仁
朝
支
配
層
共
通
の
対
外
政
策
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
論
争
の

あ
る
派
遣
官
人
の
国
書
開
封
権
や
大
臣
外
交
に
も
言
及
す
る
。

補
論
「
天
平
宝
字
八
年
七
月
甲
寅
条
に
つ
い
て－

石
井
正
敏
氏
の
ご
指
摘
へ
の
回
答－

」
は
、

第
四
章
で
『
続
日
本
紀
』
の
新
羅
使
の
携
え
た
執
事
省
牒
の
記
事
を
国
書
開
封
権
の
史
料
と
し

て
使
え
な
い
と
し
て
、
国
書
開
封
権
の
存
否
に
疑
義
を
呈
し
た
こ
と
へ
の
反
論
の
再
批
判
で
あ

る
。
国
書
開
封
権
の
「
国
書
」
概
念
の
再
検
討
を
求
め
て
い
る
。

第
四
部
「
小
中
華
意
識
に
お
け
る
「
帰
化
（
人
）」」
第
一
章
「「
帰
化
人
」
と
い
う
用
語
の

妥
当
性
」
は
、
帰
化
人
の
用
語
を
不
適
切
と
す
る
諸
説
を
批
判
し
、
古
代
史
上
、
国
家
の
支
配

層
が
使
っ
た
世
界
観
の
本
質
を
表
す
重
要
な
語
句
で
あ
る
か
ら
、
研
究
上
不
可
欠
な
言
葉
で
あ

り
、
そ
れ
を
渡
来
人
の
用
語
に
変
え
る
の
は
不
適
当
と
す
る
。
第
二
章
「
帰
化
（
人
）
の
成
立

過
程
と
論
理
構
造
」
は
、
律
令
国
家
に
至
る
時
期
の
帰
化
概
念
の
成
立
過
程
の
究
明
の
重
要
性

を
述
べ
る
。
二
章
と
も
に
、
先
行
学
説
の
論
評
、
紹
介
で
あ
る
。
終
章
「
総
括
と
課
題
」
は
、

各
部
ご
と
の
ま
と
め
に
課
題
を
付
言
し
、
Ｋ
・
Ｅ
・
ボ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
脅
迫－

対
抗
脅
迫
シ
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ス
テ
ム
概
念
を
紹
介
し
て
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
関
係
の
説
明
に
有
効
で
あ
る
と
い
う
。

補
論
「
外
交
制
度
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
は
、
上
記
本
論
の
外
交
制
度
史
研
究
に
対
す
る
河

内
春
人
の
批
判
（
『
史
学
雑
誌
』
一
二
○－

六
）
に
応
え
つ
つ
外
交
制
度
の
概
念
を
再
考
す
る
。

そ
の
外
交
制
度
の
分
析
視
角
、
項
目
（
要
素
）
の
措
定
基
準
へ
の
疑
問
に
対
し
て
、
外
交
は
当

該
国
の
国
家
意
思
、
政
策
意
思
を
実
現
、
な
い
し
諸
国
に
伝
達
す
る
も
の
で
、
外
交
制
度
は
そ

の
た
め
に
構
築
さ
れ
た
官
僚
組
織
、
外
交
施
設
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
す
る
。
外
交
制
度

の
構
成
要
素
と
し
て
、
世
界
観
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
儀
礼
に
関
与
す
る
相
嘗
社
、
外
記
、
内
記
、

国
書
に
つ
い
て
再
説
し
、
帰
化
の
用
語
、
概
念
の
変
化
の
実
態
を
論
じ
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

本
論
文
の
最
大
の
特
色
は
、
日
本
古
代
史
の
研
究
で
は
手
着
か
ず
の
外
交
制
度
史
の
用
語
を

初
め
て
使
い
、
そ
の
概
念
お
よ
び
研
究
分
野
を
提
唱
し
、
そ
れ
に
挑
ん
だ
意
欲
的
な
研
究
で
あ

─ ７ ─



る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
論
者
が
古
代
外
交
史
、
対
外
関
係
史
の
分
野
で
、
外
交
文
書
の
総
括
的
、

本
格
的
な
検
討
を
目
指
し
て
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
た
こ
と
は
学
界
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
先
行
研
究
で
位
置
付
け
が
曖
昧
で
あ
っ
た
外
交
制
度
に
つ
い
て
、
特
に
外
交
儀
礼
の
形
式

上
、
基
本
と
も
い
う
べ
き
天
皇
に
よ
る
君
主
間
の
文
書
（
国
書
）
交
換
と
そ
れ
以
外
の
使
節
な

ど
に
対
す
る
意
思
伝
達
を
区
別
し
て
捉
え
、
外
交
文
書
の
類
型
化
を
試
み
て
お
り
、
最
近
の
丸

山
裕
美
子
や
廣
瀬
憲
雄
に
代
表
さ
れ
る
古
代
書
儀
研
究
に
も
つ
な
が
る
先
駆
的
業
績
で
あ
る
。

文
書
伝
達
が
国
家
間
の
外
交
行
為
中
の
最
重
要
手
段
で
あ
る
こ
と
を
詳
細
か
つ
明
快
に
述
べ
た

も
の
で
あ
る
。
第
二
部
、
な
か
で
も
第
一
章
の
慰
労
詔
書
の
研
究
は
本
論
文
の
優
れ
た
箇
所
で

あ
る
。
た
だ
八
世
紀
初
の
口
頭
伝
達
か
ら
文
書
伝
達
へ
の
移
行
の
態
様
、
九
世
紀
以
降
の
儀
式

整
備
に
よ
る
外
交
使
節
と
の
間
の
意
思
伝
達
の
変
容
に
つ
い
て
は
文
書
様
式
論
な
い
し
若
干
の

制
度
的
な
見
通
し
が
あ
る
も
の
の
、
未
解
明
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

外
交
実
務
を
担
当
す
る
官
人
、
あ
る
い
は
そ
の
実
務
の
基
礎
と
な
る
大
学
の
学
問
や
教
官
に

つ
い
て
も
細
か
な
検
討
が
見
ら
れ
る
。
国
書
作
成
に
も
携
わ
る
外
記
、
内
記
の
人
物
分
析
は
一
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定
の
傾
向
を
抽
出
し
て
お
り
、
精
緻
な
基
礎
的
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
と
い
う
意
義
が
認
め
ら
れ

る
。
し
か
し
そ
の
実
態
が
ど
の
よ
う
な
理
由
、
背
景
に
よ
る
か
は
触
れ
ら
れ
ず
、
外
交
制
度
史

上
の
機
能
な
ど
と
の
直
接
の
関
わ
り
が
明
確
で
な
い
。

論
者
は
従
来
の
研
究
で
は
外
交
制
度
の
追
究
が
不
十
分
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
国
書
、
す

な
わ
ち
国
家
の
君
主
同
士
の
最
も
基
本
と
な
り
重
要
な
、
外
交
文
書
に
よ
る
意
思
伝
達
の
構
造

解
明
が
必
要
で
あ
る
と
問
題
意
識
を
闡
明
に
す
る
。
だ
が
第
二
部
や
第
三
部
補
論
以
外
で
は
、

問
題
と
な
る
議
論
に
つ
い
て
関
連
史
料
の
吟
味
や
証
明
を
簡
略
に
し
、
結
論
も
先
行
学
説
に
依

拠
す
る
か
断
定
を
避
け
る
嫌
い
が
あ
る
。
例
え
ば
第
一
部
第
一
章
、
第
二
章
、
第
三
部
第
一
章

で
あ
る
。
史
料
の
少
な
い
研
究
分
野
に
お
い
て
、
実
証
的
、
論
理
的
に
究
明
す
る
の
が
容
易
な

作
業
で
な
い
に
し
て
も
、
全
体
像
に
迫
る
た
め
に
は
扱
う
国
書
の
範
囲
を
広
げ
る
な
ど
し
て
、

あ
た
う
限
り
の
工
夫
を
試
み
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

外
交
使
節
処
遇
の
決
定
主
体
に
関
し
て
、
天
皇
と
太
政
官
の
両
者
に
よ
る
外
交
権
お
よ
び
実

質
的
運
営
主
体
の
総
体
と
見
な
し
、
あ
る
い
は
役
割
分
担
が
あ
っ
た
と
す
る
理
解
を
述
べ
る
の
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は
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
だ
が
使
節
の
入
国
、
入
京
の
可
否
を
審
査
す
る
官
人
の
外
交
実
務
の

内
容
と
、
そ
れ
を
管
轄
す
る
太
政
官
、
さ
ら
に
政
治
組
織
上
そ
の
最
上
位
に
あ
る
天
皇
が
外
交

大
権
を
掌
握
、
行
使
す
る
こ
と
と
を
対
比
さ
せ
て
議
論
す
る
感
を
受
け
る
。
補
論
で
外
交
官
吏

の
概
念
、
実
態
を
述
べ
る
が
、
八
、
九
世
紀
の
古
代
国
家
で
は
外
交
業
務
を
専
門
に
担
当
す
る

寮
司
な
ど
の
官
司
、
機
関
が
八
省
の
管
轄
下
に
存
在
し
な
い
。
太
政
官
、
治
部
省
の
官
人
を
外

交
官
吏
で
あ
る
と
簡
単
に
規
定
で
き
な
い
。
遣
唐
使
は
派
遣
の
都
度
に
任
命
さ
れ
る
臨
時
官
司

で
あ
り
、
恒
常
的
に
外
交
を
職
掌
と
す
る
官
司
、
官
人
は
設
置
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し

ろ
そ
の
性
格
や
意
味
を
追
究
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
古
代
国
家
の
遣
唐
使
、
遣
新
羅
使
の
派
遣
な

ど
に
代
表
さ
れ
る
外
交
政
策
は
、
論
者
の
推
測
通
り
太
政
官
の
構
成
者
間
で
合
意
形
成
が
な
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
外
交
手
続
き
に
は
天
皇
と
の
意
思
疎
通
が
必
要
と
さ
れ
た
。
そ
う
し

た
外
交
方
針
の
策
定
や
外
交
の
管
理
、
運
営
に
当
る
要
人
た
ち
と
国
書
を
作
成
す
る
内
記
な
ど

の
官
人
や
来
朝
す
る
使
節
の
尋
問
に
当
た
る
使
の
実
務
、
権
限
と
は
、
全
体
的
に
天
皇
と
太
政

官
の
関
係
を
反
映
す
る
と
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
ま
ず
は
職
能
、
立
場
を
異
に
す
る
も
の
と
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し
て
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
は
本
論
文
で
取
挙
げ
る
外
記
、
内
記
な
ど
を
厳
密
に
は
外
交
機
関
と
い
え
る
か
、
国

書
の
文
書
様
式
を
押
さ
え
る
こ
と
で
古
代
の
外
交
制
度
の
実
質
が
ど
の
程
度
ま
で
究
明
さ
れ
る

の
か
と
い
う
問
題
に
も
な
る
。

八
、
九
世
紀
の
交
に
外
交
制
度
が
日
本
固
有
の
制
度
か
ら
中
国
化
へ
と
転
換
を
遂
げ
る
こ
と

を
大
局
的
に
把
握
す
る
点
も
評
価
で
き
る
。
た
だ
九
世
紀
の
外
交
で
一
つ
の
制
度
の
な
か
で
残

る
と
い
う
日
本
的
な
も
の
と
中
国
的
な
も
の
が
い
か
な
る
形
態
で
存
在
し
た
か
、
ま
た
外
交
交

渉
が
新
羅
、
唐
と
の
間
で
余
り
な
く
、
渤
海
が
主
な
相
手
国
と
な
っ
て
推
移
し
て
お
り
、
年
期

制
な
ど
の
制
度
、変
化
の
実
態
と
の
関
係
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
も
論
及
し
て
欲
し
い
。

論
者
が
序
章
と
補
論
で
外
交
制
度
史
の
視
座
と
し
て
掲
げ
る
研
究
の
基
準
項
目
は
多
岐
に
亘

っ
て
お
り
、
す
べ
て
を
等
し
く
論
じ
る
こ
と
は
史
料
の
制
約
も
あ
り
、
相
当
に
苦
心
が
要
る
。

高
校
教
員
と
し
て
の
厳
し
い
研
究
環
境
の
な
か
で
の
研
究
を
持
続
し
て
き
た
努
力
も
多
と
す
る
。

だ
が
外
交
制
度
史
と
い
う
歴
史
に
お
け
る
統
一
的
全
体
を
主
張
す
る
か
ら
に
は
、
そ
の
理
論
的
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枠
組
み
に
即
し
た
ポ
イ
ン
ト
を
一
一
の
個
別
事
例
の
実
証
な
い
し
集
積
に
よ
り
解
明
す
る
必
要

が
あ
る
。
上
述
し
た
以
外
に
、
本
論
文
で
扱
う
外
交
使
節
（
外
交
官
吏
）、
小
中
華
思
想
、
帝

国
主
義
概
念
に
関
す
る
検
討
は
一
部
に
止
ま
っ
て
い
る
（
な
お
論
者
の
論
文
に
、「
天
智
朝
の

帝
国
性
」『
日
本
歴
史
』
七
四
七
、「
推
古
朝
と
帝
国
性
」『
東
ア
ジ
ア
世
界
史
研
究
セ
ン
タ
ー

年
報
』
五
が
あ
る
）
。「
帰
化
人
」
の
語
句
は
古
代
国
家
支
配
層
の
用
語
で
あ
る
に
違
い
な
い
が
、

そ
れ
と
近
現
代
の
歴
史
学
そ
の
他
の
語
句
、
表
記
と
し
て
使
う
こ
と
の
是
非
と
は
別
の
事
柄
で

あ
ろ
う
。
終
章
で
脅
迫
シ
ス
テ
ム
論
を
引
き
、
古
代
の
東
ア
ジ
ア
世
界
の
あ
り
方
を
説
明
で
き

る
と
す
る
の
も
、
日
本
や
東
ア
ジ
ア
に
即
し
た
具
体
的
な
分
析
、
展
開
が
な
く
、
や
や
唐
突
の

感
が
す
る
。

結
局
、
本
論
文
の
構
成
が
や
や
雑
然
と
し
た
印
象
は
拭
え
な
い
。
学
説
史
、
研
究
史
の
上
で

積
極
的
な
提
言
と
独
創
性
あ
る
成
果
を
含
む
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
外
交
制

度
史
の
樹
立
を
目
指
す
た
め
に
は
、
ま
だ
探
究
す
べ
き
課
題
が
あ
り
、
史
実
の
実
証
と
い
う
点

で
も
未
解
決
の
部
分
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
点
は
今
後
の
研
究
に
俟
つ
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と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
論
文
は
日
本
古
代
史
研
究
に
お
い
て
、
外
交
制
度
史
と
い
う
未
開
の
領
域
を
切
り
拓
い
て

問
題
提
起
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
慰
労
詔
書
を
は
じ
め
と
す
る
外
交
文
書
研
究
の
先
駆
を
な
し

た
こ
と
を
高
く
評
価
し
た
い
。
よ
っ
て
、
本
論
文
の
提
出
者
中
野
高
行
は
博
士
（
歴
史
学
）
の

学
位
を
授
与
す
る
に
相
応
し
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
八
日

主
査

國
學
院
大
學
大
学
院
客
員
教
授

鈴

木

靖

民
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副
査

國
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大

學

教
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金
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修

一
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副
査
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學
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大

學

教

授

佐

藤

長

門

◯印

副
査

慶

應

義

塾

大

学

教

授

長
谷
山

彰

◯印
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